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証券投資信託約款変更のお知らせ 

 

このたび弊社では、「ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」（以下、各フ

ァンドといいます。）につきまして、投資対象である「ゴールド・マザーファンド」において金先物

取引を利用可能とする約款変更を予定しておりますので、お知らせいたします。弊社では、このたび

の約款変更について、「投資信託及び投資法人に関する法律」第17条およびその関係法令にて規定さ

れる「その変更の内容が重大なもの」に該当すると判断し、同法の規定に基づいて、書面による決議

（以下、書面決議といいます。）を実施いたします。 

 

 

【約款変更となる証券投資信託の名称】 

証券投資信託 ゴールド・マザーファンド 

追加型証券投資信託 ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 

追加型証券投資信託 ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） 

 

 

【変更の理由および内容】 

弊社では、以下の約款変更を予定しており、受益者の皆様のご意向を伺うべく、議案として提示い

たします。 

＜議案：金先物取引を利用可能とする変更＞ 

「ゴールド・マザーファンド」では、金ＥＴＦを主要投資対象としております。このたび米国市

場の資金決済サイクルが短縮された制度変更の影響を抑えて、より効率的な運用を目指すため、当

該マザーファンドにおいて金先物取引を利用可能とする約款変更を行なう予定です。 

これに伴ない、各ファンドにおいても同様に、当該マザーファンド約款と平仄を合わせるため、

金先物取引に関する規定を追加するべく、信託約款の一部に所要の変更を行なう予定です。 

 

＜約款変更の背景＞ 

さて、2024年５月28日より、米国市場における制度変更として、株式等の取引に係る資金決済が

「約定日の２営業日後（Ｔ＋２）」から「約定日の翌営業日（Ｔ＋１）」に短縮されております。 

この制度変更前において、「ゴールド・マザーファンド」にてＴ日に金ＥＴＦを買付約定すると、

Ｔ＋２日に資金決済を行なっていたため、当該マザーファンドへの設定代金を充てることができ、

問題は生じておりませんでした。 

しかしながら、制度変更後においては、「ゴールド・マザーファンド」にてＴ日に金ＥＴＦを買

付約定すると、Ｔ＋１日の資金決済が原則となり、当該マザーファンドへの設定代金を充てること

ができず、資金不足となる可能性があります。 

この対応策として、金先物取引を利用して実質的に金へ投資することを可能とするために約款変

更を行なう予定です。 

なお、金先物取引は原則、設定解約対応として限定的に利用するものであり、約款変更後におい

ても主要投資対象が金ＥＴＦであることに変更ございません。 
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【書面決議に関するスケジュール】 

このたびの約款変更に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。 

 ◎書面決議の対象受益者の確定基準日   ：2024年７月２日（火） 

 ◎議決権行使書面による議決権行使期限   ：2024年８月13日（火） 

 ◎書面決議日      ：2024年８月19日（月） 

 ◎当局への届出日（予定）    ：2024年８月20日（火） 

 ◎約款変更実施日（予定）    ：2024年８月21日（水） 

 

 

【書面決議の判定】 

 当該マザーファンドの約款変更につきまして、お客様の議決権行使に基づいて、2024年８月

19日に書面決議を行ないます。本書面決議は、当該マザーファンドを投資対象とする全ての

ベビーファンド（各ファンドを含みます。以下同じ。）で同様に実施いたしますので、書面決

議における議決権の集計は次のように行なうこととします。賛成の意思表示をされた全ての

ベビーファンドの受益者（約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を

含みます。）が保有する2024年７月２日現在の受益権口数を、当該マザーファンドにおける実

質的な受益権口数に換算し、その合計が、2024年７月２日現在の当該マザーファンドの受益

権総口数の３分の２以上であった場合に可決されます。（書面決議の対象となるベビーファン

ドに委託会社の保有残高がある場合は、当該保有残高相当分を除外して判定します。） 

 各ファンドの約款変更につきましても、お客様の議決権行使に基づいて、2024年８月19日に

書面決議を行ないます。賛成の意思表示をされた各ファンドの受益者（約款の規定に基づき、

議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する2024年７月２日現在の受益

権口数の合計が、2024年７月２日現在の各ファンドの受益権総口数の３分の２以上で、かつ

当該マザーファンドの書面決議が可決された場合に、各ファンドの書面決議が可決されます。 

 上記の各書面決議にて可決された場合、2024年８月21日付で約款変更を実施いたします。 

 上記の各書面決議にて否決された場合、当該約款変更は行ないません。 

 

 

以上 

 

2024年６月 28日 

東京都港区赤坂九丁目７番１号 

日興アセットマネジメント株式会社 

 


